
前
田
家
歴
代
を
祀
る
神
社
（
一
） 

塩 

谷 

忠 

士 
 

 
 

 

今
回
は
加
賀
前
田
家
歴
代
の
ご
当
主
を
祀
る
神
社
を
調
べ
ま
し
た
。
加
賀
前
田
家
の
分
家
に
な
る
富
山

前
田
家
、
大
聖
寺
前
田
家
の
歴
代
ご
当
主
を
祀
る
神
社
に
つ
い
て
も
載
せ
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
紙
面
の

関
係
も
あ
り
、
次
号
で
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
文
末
に
前
号
の
「
金
沢
城
ゆ
か
り
の
神
社
」
に
つ
い

て
新
し
く
分
か
っ
た
こ
と
を
追
加
し
ま
す
。 

 一
、
加
賀
前
田
家
歴
代
を
祀
る
神
社 

一-

一
、
尾
山
神
社 

金
沢
市
尾
山
町
一
一-

一 

旧
別
格
官
幣
社 

主
祭
神
：
前
田
利
家
公
、
正
室
松
子
命 

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
旧
金
谷
出
丸
に
卯
辰
山
麓
の
卯
辰
八
幡
宮
か
ら
前
田
利
家
公
を
遷
座
す
る
。

卯
辰
八
幡
宮
は
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
二
代
利
長
公
が
越
中
守
山
海
老
坂
八
幡
（
物
部
八
幡
宮
）
と
氷

見
阿
尾
城
鎮
座
榊
葉
神
明
宮
を
勧
請
し
、
表
向
き
は
こ
の
二
神
を
祀
り
、
そ
の
実
は
利
家
公
を
祀
る
。
尾

山
神
社
へ
の
遷
座
に
あ
た
り
物
部
八
幡
大
神
は
相
殿
に
祀
ら
れ
た
が
半
年
後
に
削
除
さ
れ
た
。
摂
社
は
金

谷
神
社
、
末
社
は
卯
辰
八
幡
宮
か
ら
榊
葉
神
明
宮
、
少
彦
社
、
稲
荷
社
を
遷
座
す
る
が
、
末
社
三
社
は
昭

和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
宇
多
須
神
社
へ
奉
還
さ
れ
、
境
内
社
は
現
在
ま
で
摂
社
金
谷
神
社
の
み
と
な
っ

た
。
平
成
十
年
（
一
九
九
八
）
に
利
家
公
の
正
室
お
松
の
方
を
合
祀
す
る
。 



一-

二
、
金
谷
神
社 

金
沢
市
尾
山
町
一
一-

一 
主
祭
神
：
前
田
利
長
公
、
以
降
十
七
代
ま
で
の
ご
当
主
と
正
室
・
夫
人 

尾
山
神
社
の
境
内
摂
社
で
二
代
利
長
公
か
ら
十
四
代
慶
寧
公
ま
で
の
ご
当
主
と
そ
の
正
室
、
明
治
以
降

に
家
督
を
継
い
だ
十
五
代
利
嗣
氏
、
十
六
代
利
為
氏
、
十
七
代
利
建
氏
と
そ
の
夫
人
を
祀
る
。
利
長
公
は

波
着
寺
の
八
幡
宮
に
祀
ら
れ
て
い
た
も
の
を
神
仏
分
離
に
際
し
卯
辰
八
幡
宮
の
相
殿
に
祀
る
。
利
常
公
は

卯
辰
八
幡
宮
で
末
社
天
満
天
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
。
二
神
は
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
と
も
に
尾
山

神
社
に
遷
座
し
、
相
殿
と
し
て
摂
社
金
谷
神
社
が
創
立
さ
れ
る
。
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
慶
寧
公
ま

で
歴
代
ご
当
主
を
祀
る
祖
霊
社
を
尾
山
神
社
境
内
に
創
立
し
、
同
十
四
年
（
一
八
八
一
）
摂
社
金
谷
神
社

に
合
祀
の
上
で
祖
霊
社
社
殿
に
移
転
す
る
。 

一-

三
、
尾
崎
神
社 

金
沢
市
丸
の
内
五-

五 

旧
郷
社 

 

主
祭
神
：
天
照
大
神
、
徳
川
家
康
公
、
前
田
利
常
公 

 

寛
永
十
七
年
（
一
六
四
〇
）
、
四
代
光
高
公
が
東
照
権
現
勧
請
の
許
可
を
幕
府
に
得
て
、
金
沢
城
北
の
丸

に
社
殿
造
営
を
初
め
、
同
二
十
年
（
一
六
四
三
）
に
上
野
寛
永
寺
か
ら
勧
請
し
落
成
す
る
。
明
治
七
年
（
一

八
七
四
）
に
天
照
大
神
と
三
代
利
常
公
を
合
祀
し
、
同
十
一
年
（
一
八
七
八
）
現
在
地
に
移
転
す
る
。 

一-

四
、
金
沢
神
社 

金
沢
市
兼
六
町
一-

三 

旧
郷
社 

 

主
祭
神
：
菅
原
道
真
公
、
白
蛇
龍
神
、
稲
荷
大
神
、
琴
平
大
神
、
前
田
斉
広
公
、
前
田
斉
泰
公 

 

寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
、
十
一
代
治
脩
公
が
建
て
た
藩
校
明
倫
堂
の
鎮
守
と
し
て
金
城
霊
澤
の
辺
に
創

建
さ
れ
る
。
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
十
二
代
斉
広
公
が
建
て
た
竹
沢
御
殿
の
鎮
守
と
定
め
、
災
難
除
け



の
神
（
白
蛇
龍
神
）
、
商
売
繁
盛
の
神
（
稲
荷
大
神
）
、
交
通
安
全
の
神
（
琴
平
大
神
）
を
あ
わ
せ
祀
る
。 

十
二
代
斉
広
公
、
十
三
代
斉
泰
公
を
合
祀
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
石
川
県
神
社

誌
の
御
祭
神
に
は
記
載
が
な
い
た
め
、
平
成
に
入
り
増
祀
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

一-

五
、
豊
国
神
社 

金
沢
市
東
御
影
町
九
三 

旧
郷
社 

主
祭
神
：
豊
臣
秀
吉
公
、
前
田
利
常
公 

元
和
二
年
（
一
六
一
六
）
、
卯
辰
観
音
山
（
観
音
町
）
に
山
王
社
と
称
し
て
創
祀
さ
れ
、
秘
か
に
豊
臣
秀

吉
公
を
祀
り
、
別
当
観
音
院
が
奉
祀
し
た
。
毎
年
四
月
一
日
二
日
の
祭
礼
に
藩
主
が
神
事
能
を
献
じ
、
観

音
院
の
御
神
事
能
と
呼
ば
れ
た
が
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
廃
止
さ
れ
た
。
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）

殿
町
に
遷
座
、
同
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
現
在
地
に
遷
座
す
る
。
三
代
利
常
公
は
後
に
併
祀
さ
れ
た
。 

一-

六
、
小
松
天
満
宮 

小
松
市
天
神
町
一 

旧
県
社 

主
祭
神
：
菅
原
道
真
公
、
前
田
利
常
公 

三
代
利
常
公
が
小
松
城
に
隠
居
後
の
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
、
小
松
城
の
鬼
門
方
角
に
崇
敬
す
る
北
野

天
神
を
奉
斎
し
た
。
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
土
清
水
八
幡
宮
に
祀
る
利
常
像
を
遷
し
て
一
社
を
建
立
し

小
松
神
社
と
称
す
る
。
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
二
月
小
松
神
社
を
尾
山
神
社
に
遷
し
本
殿
に
仮
鎮
座
、

同
年
六
月
小
松
神
社
を
ゆ
か
り
深
い
小
松
天
満
宮
に
遷
座
し
て
合
祀
す
る
。 

こ
の
由
緒
か
ら
考
え
る
に
、
土
清
水
八
幡
宮
の
由
緒
で
は
利
家
公
・
利
長
公
・
利
常
公
の
三
代
を
祀
っ

て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
木
像
は
利
常
公
一
体
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
御
祭
神
も
「
三
代
ま
で
」
で
は
な

く
、
「
三
代
」
利
常
公
の
み
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 



一-

七
、
葭
島
神
社 

小
松
市
大
川
町
二-

一
二
二 

旧
郷
社 

主
祭
神
：
倉
稲
魂
神
、
大
田
神
、
大
宮
女
神
、
火
結
神
、
宇
加
之
神
、
八
坂
之
神
、
笠
縫
之
神
、
前
田

利
常
公 

 

小
松
城
築
城
前
は
葭
島
に
鎮
座
し
て
い
た
。
三
代
利
常
公
が
寛
政
十
九
年
（
一
六
四
二
）
現
在
地
に
屋

鋪
・
社
堂
・
護
摩
堂
を
建
立
し
、
宝
物
什
物
と
と
も
に
拝
領
す
る
。
正
保
元
年
（
一
六
四
五
）
小
松
城
の

守
護
神
稲
荷
大
明
神
を
遷
座
す
る
。
ゆ
か
り
極
め
て
深
き
利
常
公
の
御
霊
を
古
く
よ
り
斎
き
祀
る
。 

一-

八
、
祖
霊
社 
小
松
市
上
本
折
町
七
二 

主
祭
神
：
前
田
家
歴
代 

 

多
太
神
社
（
旧
県
社
）
の
境
内
末
社
。
多
太
神
社
は
六
世
紀
初
め
に
男
大
跡
王
子
（
後
の
継
体
天
皇
）

の
勧
請
と
伝
え
ら
れ
、
衝
桙
等
乎
而
留
比
古
命
、
仁
徳
天
皇
、
継
体
天
皇
な
ど
を
祀
る
。
寛
永
十
七
年
（
一

六
四
〇
）
三
代
利
常
公
が
社
地
を
寄
進
し
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
の
制
札
で
は
能
美
郡
総
社
に
制
定

さ
れ
て
い
る
。
神
紋
は
皇
室
ゆ
か
り
と
い
う
こ
と
で
菊
花
紋
を
使
用
し
て
い
た
が
、
明
治
四
年
（
一
八
七

一
）
皇
族
以
外
の
菊
花
紋
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
た
た
め
、
翌
年
菊
菱
紋
と
崇
敬
の
篤
か
っ
た
加
賀
前
田
家

の
剣
梅
鉢
紋
に
変
更
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
崇
敬
と
家
紋
使
用
の
遺
徳
を
称
え
て
同
年
祖
霊
社
を
建
立
し
、

加
賀
前
田
家
の
歴
代
ご
当
主
を
祀
る
。 

一-

九
、
菅
原
神
社 

羽
咋
郡
宝
達
志
水
町
菅
原
フ
二 
旧
県
社 

主
祭
神
：
菅
原
道
真
公
、
応
神
天
皇
、
武
甕
槌
命
、
前
田
利
家
公 

 

天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
、
菅
公
の
遺
臣
國
武
、
左
官
等
が
京
都
北
野
か
ら
神
霊
を
勧
請
し
天
満
宮
と
称
す



る
。
祖
神
を
祀
る
当
社
を
利
家
公
は
じ
め
歴
代
ご
当
主
は
崇
敬
し
、
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
か
ら
三
十

三
年
毎
に
式
年
大
祭
が
行
な
わ
れ
、
藩
主
の
代
参
が
あ
っ
た
。
式
年
大
祭
で
は
杉
野
屋
観
音
堂
の
観
音
菩

薩
を
迎
え
、
当
社
の
四
祭
神
と
と
も
に
御
開
帳
が
三
日
間
（
か
つ
て
は
五
日
間
）
行
な
わ
れ
る
。
前
回
は

平
成
二
十
四
年
十
月
に
開
催
さ
れ
た
。 

一-

一
〇
、
高
岡
關
野
神
社
（
稲
荷
社
） 

富
山
県
高
岡
市
末
広
町
九-

五
六 

旧
県
社 

主
祭
神
：
稲
倉
魂
命
、
菅
原
道
真
公
、
前
田
利
長
公 

 

高
岡
關
野
神
社
に
は
神
明
社
、
熊
野
社
、
稲
荷
社
の
三
棟
別
々
の
本
殿
が
建
つ
。
神
明
社
は
関
野
郷
上

関
村
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
加
久
彌
神
社
。
熊
野
社
は
射
水
郡
水
戸
田
村
の
密
蔵
寺
か
ら
分
霊
し
て
創
祀
さ

れ
、
慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
二
代
利
長
公
が
高
岡
城
築
城
に
あ
た
り
上
関
村
に
遷
座
し
た
関
野
神
社
。

稲
荷
社
は
高
岡
城
築
城
に
あ
た
り
稲
荷
大
神
を
勧
請
し
て
城
の
鎮
守
と
し
、
慶
長
十
九
年
（
一
六
一
四
）

利
長
公
薨
去
に
伴
い
利
長
公
を
合
祀
し
て
関
野
神
社
境
内
に
移
転
し
た
。
こ
の
三
社
を
文
化
三
年
（
一
八

〇
六
）
現
在
地
に
遷
座
す
る
。
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
、
加
久
彌
神
社
は
関
野
神
社
に
合
祀
さ
れ
郷
社
に
、

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
稲
荷
社
は
高
岡
神
社
に
改
称
し
て
県
社
と
な
る
。
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）

関
野
神
社
に
高
岡
神
社
を
合
祀
し
て
高
岡
關
野
神
社
（
県
社
）
と
な
る
。 

毎
年
五
月
一
日
に
行
な
わ
れ
る
高
岡
御
車
山
祭
（
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
）
は
当
社
の
例
祭
。 

一-

一
一
、
有
磯
正
八
幡
宮
（
合
祀
琴
比
羅
社
） 

富
山
県
高
岡
市
横
田
町
九
八 

旧
郷
社 

主
祭
神
：
大
己
貴
命
、
石
凝
姥
神
、
日
本
武
尊
、
前
田
利
長
公 

 

有
磯
正
八
幡
宮
は
、
有
磯
海
の
守
護
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
有
磯
宮
と
、
横
田
正
八
幡
宮
の
二
社
を
合
祀



し
て
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
に
創
建
さ
れ
る
。
現
在
、
有
磯
正
八
幡
宮
の
右
座
に
合
祀
さ
れ
た
琴
比

羅
社
の
御
祭
神
に
高
岡
を
開
町
し
た
二
代
利
長
公
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
琴
比
羅
社
は
鋳
物
の
神
と
し
て
金

屋
町
に
祀
ら
れ
て
い
た
鎮
守
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

一-

一
二
、
木
町
神
社 

富
山
県
高
岡
市
木
町
四
三 

主
祭
神
：
天
照
皇
大
神
、
菅
原
大
神
、
前
田
利
長
公 

 

慶
長
十
四
年
（
一
六
〇
九
）
、
二
代
利
長
公
の
高
岡
城
築
城
と
城
下
町
建
設
に
先
立
ち
、
木
材
集
積
地
と

し
て
千
保
川
と
小
矢
部
川
の
合
流
地
に
木
町
が
作
ら
れ
る
。
創
立
は
不
詳
だ
が
、
そ
の
頃
に
鎮
守
と
し
て

創
建
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
初
め
は
天
満
宮
の
境
内
に
神
明
宮
が
境
内
社
と
し
て
鎮
座
し
て
い
た

が
、
現
在
は
本
殿
に
天
満
宮
と
神
明
宮
が
合
祀
さ
れ
て
い
る
。
境
内
の
稲
荷
社
は
戦
後
に
遷
座
さ
れ
た
。 

一-

一
三
、
天
満
宮 

富
山
県
黒
部
市
宇
奈
月
町
愛
本
新
二
二
八 

旧
村
社 

主
祭
神
：
前
田
治
脩
公
（
菅
原
大
神
） 

 

荒
野
で
あ
っ
た
舟
見
野
（
雲
雀
野
）
一
帯
に
十
一
代
治
脩
公
の
援
助
を
受
け
、
十
村
の
伊
東
彦
四
郎
が

寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
か
ら
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
ま
で
七
年
を
か
け
て
延
長
１
２
キ
ロ
に
わ
た
る

愛
本
新
用
水
を
造
り
、
用
水
が
完
成
し
た
こ
と
に
住
民
が
歓
喜
し
、
治
脩
公
を
御
祭
神
と
し
て
一
社
を
建

立
し
産
土
神
と
す
る
と
と
も
に
用
水
の
守
護
神
と
し
た
こ
と
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。 

寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
四
月
に
治
脩
公
が
視
察
に
来
、
伊
東
彦
四
郎
の
案
内
で
愛
本
橋
の
高
に
あ

っ
た
松
の
根
方
で
休
息
し
た
こ
と
に
ち
な
み
、
中
将
松
と
称
し
て
大
切
に
さ
れ
て
き
た
が
、
昭
和
五
十
六

年
冬
に
朽
ち
折
れ
、
そ
の
幹
の
一
部
が
社
殿
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。 



一-

一
四
、
天
満
宮 

富
山
県
射
水
市
塚
越
二
二
八 

旧
村
社 

主
祭
神
：
菅
原
道
真
公
、
前
田
利
家
公
、
前
田
利
長
公
、
前
田
利
常
公 

富
山
県
神
社
誌
に
も
創
立
の
由
緒
の
記
載
が
な
い
。
境
内
に
建
つ
昭
和
十
年
の
改
築
記
念
の
碑
に
よ
る

と
、
平
安
期
に
倉
垣
荘
（
現
在
の
射
水
市
東
部
と
富
山
市
西
部
に
あ
た
り
、
下
村
加
茂
神
社
が
惣
社
）
の

住
人
が
菅
公
の
像
を
崇
拝
し
、
夢
の
お
告
げ
に
よ
り
移
住
し
て
土
地
を
開
い
た
場
所
が
老
田
村
と
い
う
。

そ
の
子
孫
が
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
、
豊
臣
秀
吉
が
佐
々
成
政
を
攻
め
た
と
き
、
利
家
公
の
先
鋒
と
し

て
偵
察
や
夜
襲
の
任
に
あ
た
り
、
そ
の
報
償
と
し
て
田
三
百
石
を
授
か
る
。
そ
の
ま
た
子
孫
が
嘉
永
二
年

（
一
八
四
九
）
、
塚
田
村
で
起
こ
っ
た
争
い
を
仲
裁
し
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
争
い
の
元
と
な
っ
た
地

に
菅
公
を
祀
る
祠
を
建
て
空
き
地
に
花
木
を
植
え
共
同
地
と
し
た
の
が
神
社
創
立
の
伝
承
と
解
し
た
。 

一-

一
五
、
八
幡
宮 

富
山
県
中
新
川
郡
立
山
町
岩
峅
寺
一 

主
祭
神
：
応
神
天
皇
、
神
功
皇
后
、
稲
脊
入
彦
命
、
前
田
利
家
公
、
佐
伯
有
頼
公 

 

雄
山
神
社
前
立
社
壇
（
旧
国
幣
小
社
）
の
境
内
末
社
。
雄
山
神
社
は
伊
邪
那
岐
神
、
天
手
力
雄
神
を
祀

り
、
前
立
社
壇
、
中
宮
祈
願
殿
、
峰
本
社
の
三
社
合
わ
せ
て
雄
山
神
社
と
す
る
。
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
、

佐
伯
有
頼
が
白
鷹
に
導
か
れ
て
立
山
を
開
山
す
る
。
加
賀
前
田
家
の
崇
敬
篤
く
、
二
代
利
長
公
の
正
室
永

姫
寄
進
の
石
造
狛
犬
、
十
三
代
斉
泰
公
寄
進
の
湯
立
の
釜
が
残
る
。 

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
神
仏
分
離
に
際
し
八
幡
宮
と
改
称
す
る
。
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
、
岩
峅

寺
地
内
に
鎮
座
し
て
い
た
新
宮
社
（
大
国
主
命
）
、
神
明
宮
（
天
照
大
御
神
、
保
食
神
）
、
岩
崎
社
（
天
日

鷲
命
）
、
天
神
社
（
長
白
羽
命
）
、
若
宮
社
（
大
日
霎
貴
命
、
若
年
命
）
、
西
宮
社
（
積
羽
八
重
事
代
主
命
）
、



風
宮
（
志
那
津
比
古
命
、
志
那
津
比
女
命
）
、
嬰
文
社
（
天
宇
受
売
命
）
の
八
社
を
合
祀
す
る
。 

私
見
で
は
、
初
期
御
祭
神
の
五
神
は
明
治
以
前
に
別
当
岩
峅
寺
と
呼
ば
れ
て
い
た
神
仏
習
合
時
に
は
、

八
幡
大
神
（
応
神
天
皇
）
、
比
売
大
神
（
神
功
皇
后
）
、
佐
伯
氏
の
祖
神
（
稲
脊
入
彦
命
）
、
開
山
慈
興
上
人

（
佐
伯
有
頼
公
）
、
加
賀
前
田
家
祖
利
家
公
と
い
う
五
体
の
木
像
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。 

一-

一
六
、
祖
霊
社 

滋
賀
県
高
島
市
今
津
町
今
津
二
八
九 

主
祭
神
：
前
田
利
家
公
、
前
田
斉
泰
公 

 

住
吉
神
社
（
旧
村
社
）
の
境
内
社
。
住
吉
神
社
は
弘
安
元
年
（
一
二
七
九
）
に
創
建
さ
れ
る
。
琵
琶
湖

の
湖
上
交
通
の
港
と
、
北
陸
・
若
狭
に
分
岐
す
る
街
道
と
の
要
衝
の
守
護
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
た
。
利
家

公
が
亡
く
な
っ
た
後
、
正
室
ま
つ
が
化
粧
料
と
し
て
今
津
に
飛
地
を
与
え
ら
れ
た
と
き
、
利
家
公
を
祀
る

祭
壇
を
設
け
る
と
と
も
に
、
湖
岸
に
石
垣
を
築
造
し
た
と
い
う
。
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
、
十
三
代
斉
泰

公
が
上
洛
の
際
幣
帛
料
と
し
て
白
銀
十
枚
を
献
じ
、
そ
の
後
は
通
行
毎
に
幣
帛
料
を
献
ず
る
。
そ
の
遺
徳

を
称
え
て
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
社
殿
を
建
立
し
、
利
家
公
と
斉
泰
公
を
祀
る
。
後
に
氏
子
出
身
戦

没
者
を
合
祀
す
る
。 

一-

一
七
、
前
田
神
社 

北
海
道
岩
内
郡
共
和
町
前
田
ロ
三
〇
〇 

旧
村
社 

主
祭
神
：
天
照
皇
大
神
、
前
田
利
家
公 

 

明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
、
士
族
授
産
の
た
め
十
六
代
利
嗣
氏
の
援
助
を
受
け
移
住
す
る
。
明
治
十
九

年
（
一
八
八
六
）
、
移
住
者
の
土
着
心
を
喚
起
す
る
目
的
で
神
社
を
建
立
し
、
翌
二
十
年
（
一
八
八
七
）
、

尾
山
神
社
か
ら
利
家
公
の
御
分
霊
を
迎
え
祀
る
。
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）
、
風
害
で
倒
壊
し
た
岩
崎
部
落



の
天
照
皇
大
神
を
合
祀
す
る
。 

 

二
、
金
沢
城
曲
輪
内
に
鎮
座
し
て
い
た
神
社
（
金
沢
城
ゆ
か
り
の
神
社
・
補
遺
） 

二-

一
、
稲
荷
社 

金
沢
市
野
町
二
丁
目
一-

八 

主
祭
神
：
稲
荷
大
神 

神
明
宮
（
旧
県
社
）
の
境
内
末
社
。
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
の
金
沢
城
内
出
火
で
焼
け
残
っ
た
城
内
鎮

守
の
稲
荷
社
を
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
に
裏
鬼
門
に
あ
っ
た
眞
長
寺
が
預
か
り
、
寛
永
十
六
年
（
一

六
三
九
）
堂
舎
を
香
林
坊
橋
辺
り
か
ら
現
在
地
（
野
町
一-

二-

二
）
に
移
転
す
る
。
宝
暦
十
二
年
（
一
七

六
二
）
隣
家
か
ら
の
出
火
で
付
近
２
６
９
軒
が
焼
失
す
る
大
火
で
も
稲
荷
社
は
無
事
に
焼
け
残
り
、「
真
長

寺
稲
荷
霊
異
記
」
が
二
度
の
類
焼
を
免
れ
た
稲
荷
大
明
神
の
霊
威
を
今
に
伝
え
て
い
る
。 

神
仏
分
離
に
際
し
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
稲
荷
社
は
泉
野
神
社
（
神
明
宮
）
に
遷
座
さ
れ
た
が
、

御
神
体
は
眞
長
寺
に
残
さ
れ
金
沢
稲
荷
（
稲
荷
大
明
神
）
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
稲
荷
社
は
遷
座
に
際

し
社
殿
ご
と
移
さ
れ
、
後
に
末
社
蛭
子
社
が
合
祀
さ
れ
た
。
社
殿
に
は
朱
色
の
塗
料
が
残
っ
て
い
る
。 

二-

二
、
光
松
八
幡
神
社 

野
々
市
市
徳
用
町
開
二
八 

旧
村
社 

主
祭
神
：
応
神
天
皇 

 

古
来
徳
用
村
の
鎮
守
と
し
て
白
山
社
が
あ
っ
た
が
御
神
体
が
な
か
っ
た
た
め
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

村
肝
煎
の
仕
平
が
徳
を
慕
う
十
三
代
斉
泰
公
に
嘆
願
書
を
提
出
し
、
八
幡
宮
の
御
神
体
、
光
松
山
八
幡
宮

縁
起
、
銭
百
貫
文
を
授
か
る
。
こ
の
御
神
体
は
金
谷
御
殿
に
祀
ら
れ
て
い
た
八
幡
神
で
、
江
戸
牛
込
の
穴



八
幡
神
社
か
ら
勧
請
さ
れ
た
。
当
社
に
は
斉
泰
公
揮
毫
の
神
号
額
と
神
号
軸
、
斉
泰
公
直
筆
の
絵
画
、
金

谷
御
殿
か
ら
移
さ
れ
た
と
伝
わ
る
石
鳥
居
（
斉
泰
公
の
正
室
溶
姫
寄
進
）
や
石
造
社
号
額
が
伝
わ
る
。 

 

三
、
お
わ
り
に 

 

加
賀
前
田
家
は
加
賀
・
能
登
・
越
中
の
広
い
領
地
を
長
く
治
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
御
祭
神
と
し
て

祀
ら
れ
る
神
社
は
多
い
。
歴
代
ご
当
主
の
功
績
や
行
為
に
感
謝
し
て
祀
ら
れ
た
由
緒
も
多
く
、
由
緒
か
ら

初
め
て
知
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
神
社
か
ら
歴
史
を
学
ぶ
と
い
う
楽
し
さ
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
し

た
。 
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